
No.21　2006.MAY

広報いが市広報いが市広報いが市 5/5/1515
平成
18年

市民と行政を結ぶ広報紙
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納
税
の
休
日
窓
口
と

夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま
す

夜間窓口

場　所
本庁税務課

および各支所納税窓口
（午後８時まで）

三重県伊賀県税事務所
（三重県伊賀庁舎内）

（午後８時まで）

開設期間
5 月 24 日（水）～ 31 日（水）

（土・日曜日は除く）
5 月 29 日（月）～ 31 日（水）

業務内容
市・県民税、固定資産税、軽
自動車税、国民健康保険税に
ついての納付と納税相談

自動車税についての納付と納
税相談

　

平
成
18
年
４
月
１
日
か
ら
児
童

手
当
の
支
給
対
象
年
齢
を
、
こ
れ

ま
で
の
小
学
校
３
年
生
ま
で
か
ら

小
学
校
６
年
生
ま
で
に
拡
大
し
、

さ
ら
に
所
得
制
限
額
も
引
き
上
げ

と
な
り
ま
し
た
。

【
申
請
書
類
】

◆
児
童
手
当
認
定
請
求
書

・
印
鑑
、
健
康
保
険
証
の
写
し

（
国
民
年
金
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
は
不
要
）
、
振
込
先
の
口
座
が

わ
か
る
も
の(

郵
便
局
以
外
で
請

求
者
の
名
義
に
限
り
ま
す)

、
児

童
手
当
用
所
得
証
明
書
（
平
成
17

年
１
月
１
日
以
降
に
市
に
転
入
さ

れ
た
方
の
み
必
要
）

◆
児
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額
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定
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・
印
鑑

【
提
出
期
限
】　

　

９
月
29
日
㈮
ま
で

※
こ
の
期
限
ま
で
に
提
出
い

た
だ
く
と
平
成
18
年
４
月
分

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当
を

受
給
で
き
ま
す
。
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扶養人数 自営業者など
国民年金加入者

会社員など
厚生年金加入者

０人 ４６０万円 ５３２万円

１人 ４９８万円 ５７０万円

２人 ５３６万円 ６０８万円

３人 ５７４万円 ６４６万円

４人 ６１２万円 ６８４万円

５人 ６５０万円 ７２２万円

◀
所
得
制
限
限
度
額
表

対象者 受給状況 必要な手続き

小学校５～６
年生の保護者

児童手当を受けてい
る方

児童手当額改
定請求書

児童手当を受けてい
ない方

児童手当認定
請求書

小学校４年生
の保護者

３月まで児童手当を
受けていた方

手続きは必要
ありません

所得制限で児童手当
を受けていない方

児童手当認定
請求書

小学校３年生
以下の保護者

児童手当を受けてい
る方

手続きは必要
ありません

所得制限で児童手当
を受けていない方

児童手当認定
請求書

児
童
手
当
の
改
正
に
つ
い
て

休日窓口
開設日 時間 場所

5 月 20 日（土） 午前 10 時
～午後 4 時

アピタ伊賀上野店
5 月 27 日（土） アピタ名張店5 月 28 日（日）

（業務内容）　
【市税】　市・県民税、固定資産税、軽自動車税、
　　　　国民健康保険税についての納付と納税相談

【県税】　自動車税についての納付と納税相談
※市税・県税ともに、納付の際は、必ずお送りした納税通
知書を窓口までお持ちください。


